
特集　魅力的な美しい都市景観をめざして 

期待の『景観法』大研究！ 
平成16年6月18日公布 

国民共通の資産である美しい景観を守ることで 
町の魅力が高まり「地域の活性化」につながる 
 

景観に関する規制の流れ 

 

景観法条文 

 

これまで建物の建築規制については、主に建築基準法と都市計画法による制限があるだけでした。しかし今年6月、景観権を一般的に広く普遍

化する法律「景観法」が国会で成立したことにより、周囲の環境との調和が求められるようになりました。「良好な景観は、美しく風格のある国土

の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠な国民共通の資産」「事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良

好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない」と、景観保

全の必要性を国が初めて明文化したのです。この法律が生まれた背景には、町並みや里山の景観を整備することで地域ごとの魅力を高め、活性

化を図っていこうという理念があります。それを象徴するかのように、ここ数年、いくつかの都市において、特色ある景観を活かしたまちづくり

が積極的に進められ、大きな成果をあげてきました。今回の特集では、都市計画研究の第一人者として知られ、景観法の法案づくりにも深く関わ

ってこられた東京大学の西村幸夫教授にお話を伺い、景観を守ることの意義について考えていきたいと思います。 
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景観法条文（抜粋）
公布：平成16年6月18日法律第110号
第一章　総則
（目的）
美しく風格のある国土の形成
第一条　この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計
画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな
生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経
済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
（基本理念）
良好な景観の形成は、地域住民の意向を踏まえて適正な制限の下に地域の活性化
に資するように一体的な取り組みが必要
第二条
１　良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なもの
であることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その
整備及び保全が図られなければならない。
２　良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるも
のであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その
整備及び保全が図られなければならない。
３　良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を
踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
４　良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、
地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組
がなされなければならない。

５　良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出す
ることを含むものであることを旨として、行われなければならない。
（国の責務）
国は基本理念の策定・実施の責務がある
第三条
１　国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、良好な景観の形成に関する
施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
２　国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解
を深めるよう努めなければならない。
（地方公共団体の責務）
国との役割分担を踏まえて、区域の施策及び実施の責務がある
第四条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割
分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（事業者の責務）
事業者は良好な景観形成の施策に協力しなければならない
第五条　事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら
努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければな
らない。
（住民の責務）
住民は良好な景観形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない
第六条　住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に
積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関す
る施策に協力しなければならない。
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各国の景観コントロールの特徴  

 欧米各国と日本の景観コントロールを比較してみると、次のような特徴がある。    

・風景・景観、歴史的遺産の保持等を行政の責務として法に位置づけている場合が多い。    

（ここには記載していないが、イタリアでは憲法に記載している。「共和国は国家の風景、歴史・芸術遺産を保護する」イタリア共和国憲法（1947年））    

･都市計画と一体であり、都市計画の通常のコントロール（開発規制、建築規制）が詳細であり、景観に密接に結びつく形でコントロールを果たしていること。    

・都市だけでなく、市街地の外も合わせて国土全体を対象として一体的な土地利用制度を持つところが多く、風景・景観保全に大きく寄与していること。    

・日本ではあまり使われていない、眺望（ランドマークを望む眺望、ランドマークからの見晴らし、街路に沿った見通し等）保全が多く用いられ    

　重要な手法となっていること。   

・ドイツ連邦自然保護法（1987年）
「自然ならびに風景を人間の生
存の根拠とし、保護、育成、発展
させることを目的」 
・ドイツ連邦建設法典（1987年）
「建築物と周辺の調和」 

・景観法（1933年）「土地占用
計画（POS）は、風景・景観に配
慮しなければならない」 
・都市計画の目的として「自然お
よび景観の保護」を明記 

開発規制への国のガイダンス、
1PPGの計画方針、主要政策に
「風景保全」を明確に位置づけ。 

国家環境政策法（1969年）「国
家はすべての国民に安全で健
康的、生産的ならびに美的に文
化的に心地よい環境を保障する」 

・景観法（2004年） 
・美しい国づくり政策大網（2003
年） 

●全国土を対象とする一元的土
地利用規制 
→Fプラン＋Bプラン（拘束力計
画） 
→開発許可制度 
●建築物の連担地の外側では、
原則として開発、建築が禁止 
●農地整備もプランに合致 

●全国土を対象とする一元的土
地利用規制 
→基本計画（SD）＋土地占用
計画（POS：拘束的計画） 
→開発許可制度 

●全国土を対象とする一元的土
地利用規制 
→デベロップメント・プラン（スト
ラクチャー・プラン、ローカルプラ
ン等） 
→開発許可制度 

●自治体ごとの地域性 
→マスタープラン：一部＋ゾーニ
ング 
→敷地分割規制 
→建築許可制度 

●都市部に都市計画制度 
→整備開発保全の方針（マスタ
ープランとしては不明確）＋地
域地区制（規制項目少なく、緩
やか） 
→建築確認制度 
●都市計画区域外 
農用地を除き、規制がほとんど
ない 

都市計画の一環として実施 
●建築許可制度 
●計画体系 
Fプラン（風景計画と合致） 
Bプラン（緑地整備計画と合致）、
または地域建築条例 

都市計画の一環として実施 
●基本計画、土地占用計画
（POS）に自然または都市の景
観保護の規定 
●建築許可制度 
建築物の立地、意匠、規模、外
観が近隣地の特性（自然または
都市の景観、モニュメンタルな
眺望）を損なう恐れがあるとき、
不許可にできる規定 

都市計画の一環として実施 
●グリーンベルト、登録建造物
制度、保全地区、国立公園、特
別環境保全地域などはすべてD
プランに反映 
→土地利用規制で実施 
→自治体行政官の裁量の範囲
が広い 

●美観を目的とする都市計画に
よる私権制限：1954年の判決以
来美観は公共の福祉、以降、美観、
眺望による都市計画制限をより
広く認めている。 
●環境アセスメントによる影響
評価 
●歴史的保存地区などで、詳細
で厳しい規制を実施する自治体
もある 
●デザイン審査制度を持つ自治
体も 

都市計画の主要な目的とされて
いない。 
●現状の都市計画規制が緩い
ため、一般地域では実効的な規
制はない 
●風致地区、美観地区の活用 
●一部自治体による地区指定－
ガイドライン策定など 

Bプランにおいて規定例あり ●パリ市内45地点などでフュゾ
ー規制（モミュメントに対する眺
望をさえぎらないように最高高さ、
壁面線を規制） 
●街路景観などは、POS等の一
般の都市計画を活用 

●ストラテジック・ビュー（国家的
に重要な眺望）：ロンドンで10ヶ
所 
国が指定→地域のデベロップメ
ントプランに反映 
●ローカルビュー（地域の身近
で特徴的な眺望）：自治体がディ
ベロップメントプランに記載 

●自治体のゾーニングにより、規
定例あり 

･金沢市、松本市、岡山市、横浜
市で実例。・規制力の弱さに課
題 

Ｂプランまたは地域建築条例に
詳細な建築形態や材質等の規
制 

●保全地区は、マルロー法（1962
年：建物個々に評価、対応を指示） 
●ZPPAUP（1983年：建築、都
市および風景の遺産の保護区域） 
→景観規定を公益の地役権と
設定、拘束力は、自治体により厳
しくも緩くもできる。 

●保全地区制度：シビックアメニ
ティ法（1967年）～都市農村計
画法 
保全地区内での厳しい許可制
度 
→デザインガイドラインの指示 

●国家歴史保全法（1966年）の
歴史地区 
●ゾーニングの中に歴史地区 
→歴史地区におけるデザインガ
イドライン 

文化財保護法の伝統的建造物
群保存地区（1975年） 

州ごとに保存文化財登録 ●歴史的記念物指定（1943年：
周辺500mにも規制）で13,500
件の指定。 
●上記保全地区、ZPPAUP内
の保全 

●モミュメント保存：古記念物保
存法（1882年）～ 
●登録建造物制度：都市農村計
画法（1944年）～ 
保全地区 

●連邦の登録 
●州による登録 
●自治体によるもの 

文化財保護法の重要文化財、
登録有形文化財 

･完全分権型-州に権限 
・都市ごとの条例も重要 

・国家による統一的制度適用 
＝分権化 
・ZPPAUP（1983年）で市町村
からの地区指定の発議が認めら
れた。 

国家による統一的制度 
→運用は地方政府に任されてい
る。 

基本は州の権限 
地方自治体が規定するときはそ
れが優先 
連邦がオーバーラップする部分
も 

・建築コントロールは国一律 
・景観に関しては地方の取り組
みが主体だが、規制力は弱い 

 

風景、景観を守る行政の責務 
（主な規制） 

集権的－分権的 
国家統一的－独自型 

都市計画の特徴 

都市計画と風景計画の関係 

手法1 
眺望維持のための規制 

手法2 
歴史的地区など面的規制 

"手法3 
単体の建築物保存"

日本 ドイツ フランス イギリス アメリカ 

西村幸夫ほか「都市の風景計画」をもとに作成。（○ 季刊まちづくり　P32） 

銀座：中央通り

丸の内：仲通り

大阪：御堂筋 石川：金沢市

丸の内：日本工業倶楽部会館前 埼玉：川越市

C



町の魅力につながる「景観」を大事にすることは 
すべての国民にとっての利益につながるのです。 
 

西村幸夫氏 
東京大学大学院工学系研究科・工学部都市工学科
教授
工学博士

日本でも高まりつつあった 
景観保護の意識に応えた法律 

●景観とは風景である

　「景観」という言葉を使うと何か特別な景色だけを示すように感

じてしまいますが、私自身は景観法に謳われる景観を、広く「風景」

と同じ意味だと考えています。

　日本の比較的大規模な町の大半は、だいたい400年ほど前、江

戸時代の始まりとともに本格的に形成されてきました。もともと城下

町だったり宿場町だったりという歴史を受け継ぎ、その機能を活かし

た計画的な整備が進められてきたのです。そして周囲の山や川、海

といった自然環境と調和した道路や建物がつくられ、固有の風景を

生んでいった。これが今でも、多くの都市における景観のベースに

なっているのではないでしょうか。

●理念のない全国一律の開発に行き詰まりが

　ところが戦後の復興や、その後の高度成長期、バブル期の開発

ブームの中で、このような景観がどんどん失われていきます。「すべ

ての土地を有効活用しなければいけない」と町のシンボルであった

川や運河が埋め立てられたり、どこの地方に行っても同じようなスタ

イルの合理性を追求しただけのビルが建ち並ぶ。それが今の日本

の国土の姿なのです。

　しかし、このような理念のない開発は、やがて行き詰まりを迎えて

しまいます。全国どこでも金太郎飴のように同じ風景の町が続けば、

地域の魅力などなくなり、ただただ便利さだけが土地の価値を決め

てしまうことになるのです。その結果、大都市への一極集中が進み、

地方都市のみならず、首都圏の都心以外のエリアでも経済の空洞

化を招いてしまいました。

　そんな反省から、最近は全国の多くの地域で、その土地に固有

の魅力を高めていく、特色あるまちづくりが進められるようになりまし

た。自治体レベルでは、京都や倉敷、高山、金沢などで景観条例が

制定され、一定の基準で建築指導が行われ、観光客の増加などに

つながる成果をあげています。

●「お願い」ベースの景観保全から、法律で景観権を規定す

る景観法の成立へ

　ただ、ここで問題になってきたのが法整備の遅れでした。憲法で

保障している財産権によって私有地の利用方法にむやみに制限を

加えることはできません。建物の高さや大きさなどに関する唯一の

規定としてあるのが建築基準法ですが、その中には景観保全に広

く適用できる条文がないため、法体系のうえではこれらの下位にあ

たる地方条例で建築計画に制限を加えることはできなかったのです。

したがって、すでに全国の自治体で500以上の景観保全条例を定

めているものの、これらはあくまで「お願い」ベースの指導しかできず、

その有効性に疑問がもたれていました。

　これでは地域の特色ある景観を守ろうと思っても限界があります。

そんな声が高まってきたことから、法律で景観規制を合法化しようと

いうのが、今回の景観法成立の趣旨だったのです。

景観法を根拠法とすることで 
自治体は景観計画を策定できる
 

●住民の意見→景観計画の策定→基準に合わないデザイン

や色彩の規制 

　それでは、景観法はどのような形で施行されるのでしょうか。

　この法律の大きな特色は、条文や施行令の中で、「このエリアで

はこういう建物をつくってはいけない」という数値基準による規制メ

ニューをもっていない点にあります。したがって、自治体が条例によ

って中身を決めなければなりません。そのときの「お墨付き」となる

根拠法が景観法なのです。

　具体的な手順としては、まず、都道府県や政令指定都市、中核市、

そして景観保全に力を入れたい市町村において、住民の意見をヒ

アリングしたうえで景観計画を策定することになります。それに基づ

き建物の新築を届け出制とし、基準に合わないデザインや色彩の

建築計画であれば、変更を命じることができるのです。

●「景観地区」の指定では、建物の高さなども制限

　また、特に景観を守りたいエリアについては「景観地区」に指定

することも可能で、その地区内では建物の高さや最低敷地面積等

が制限されます。いずれにしろ、自治体の方針によって規制の内容

は変わってくるので、決して全国一律の規制とはなりません。

　景観法の成立を受けて、現在、多くの自治体では景観計画づくり

が進んでいますし、国土交通省でも法律の運用に必要な施行令の

とりまとめを行っています。通常の法律では施行令で細かい部分ま

で決めてしまうため、それを根拠法とする地方条例も均一な内容に

なりがちなのですが、私は今回の景観法の場合、できるだけ規制の

条件に幅をもたせ、自治体それぞれの環境や状況に合わせた独自

の景観計画を策定すべきだと考えています。

景観とは都市の「場所性」を示す 
重要なファクターであるべきだ
 

●景観の対象は、それぞれの町の環境や歴史で考えるべき

　各自治体が景観計画を策定していくとき、一番大切なのは、「自

分たちの町はこうあるべきだ」というしっかりした理念を持つことだと

思います。そのうえで、町の魅力を高めていくような建築物のガイド

ラインをつくっていく。ただ機械的に建物の高さ制限を決めるだけ

が景観法の趣旨ではないのです。

　景観の対象はさまざまです。その地域特有の美しい眺望であっ

たり、山々のシルエットであったり、町のレイアウトであったり……。こ

れらは、それぞれの町の環境や歴史の中でみんなが考えていくべき

でしょう。

　誤解してはいけないのですが、景観法は決して「古いものをその

まま残せ」と命じているわけではありません。町は常に新しくなってい

きます。しかしその過程で、守らなければならない固有の魅力を再認

識していくことで、美しい景観を維持できるのです。

　そのいい例が盛岡市の「山並み眺望保全」活動でしょう。

　盛岡では北上川の開運橋から見られる岩手山の眺望が有名で、

市民に愛される原風景となっています。このため、1980年代から住

民と地域の事業者との協力により景観保全の運動が始まり、「都

市景観形成ガイドライン」という形で建築基準を設けました。その

結果、新しく建てられるビルは北上川沿いの特定の場所から一定

角度で岩手山が眺められるような高さに抑えることが決められ、町

の魅力を失なわないように努めてきたのです。（→P13）

　また、小さい町の例としては金沢市の大野町の取り組みが挙げ

られます。金沢港に面したこの町には古い個人宅が多いのですが、

住民が中心になってこれらの建物を積極的に保存するだけでなく、

その存在をアピールすることで住民が誇りを持てるように、ひいては

観光資源としての活性化を図っています。ちなみに大野町ではこの

ような運動を続けた結果、住人が自分の住む土地に対して強い愛

着心を持つようになり、年輩者が率先して町の整備をするようにな

るなど、さまざまな活性化効果があったようです。（→P13）

　美しい景観というとどうしても地方ばかりに目が向きがちですが、

私は、東京のような大都会の中でも多様な景観保全活動が可能

だと思っています。都内には江戸時代の街道の面影が残っている

ところがたくさんありますし、案外、丘なども多く、味のある坂道が町

の象徴になっているケースは少なくありません。ですから、地域ごと

にそういう風景を守ったまちづくりを進めていけば、これまでのような

均質な都市開発ばかり行うよりも、ずっと魅力のある首都に生まれ

変わるのではないでしょうか。

　景観計画を立てるうえで重要なのは、その町の持つ「場所性」を

強く意識することです。そして地域の特色を活かし、都市の再生を

図っていく。景観法の成立は、まさにそのきっかけになるように思い

ますね。

特集　魅力的な美しい都市景観をめざして 

期待の『景観法』大研究！ 

景観に関する基本法制の整備 

景観を整備・保全するための基本理念の明確化 

国民・事業者・行政の責務の明確化 

景観についての基本計画の作成 

景観形成のための行為規制を行う仕組みの創設等 

景観形成に資する建築物等に対する特例 

都市近郊の里山の緑の保全等についての特例 

美しい景観形成に 
資する事業 
・まちづくりへの支援
・電線類の地中化等

『豊かな緑』のための事業 

景観に配慮した 
公共事業の実施 

・都市公園設備、緑地保全
  事業を一体的に補助
・民有緑化への支援

屋外広告物に関する制度の充実 

全国各地で美しい景観・豊かな緑の形成を促進 

世界に誇る観光立国の実現 

美しい景観による地方都市再生 ヒートアイランド現象の緩和や自然との共生 

市町村の役割強化　簡易除却制度の充実　屋外広告業の適正な運営の確保等 

緑に関する法制の抜本的見直し 

都市公園の整備及び緑地保全・緑化の総合的推進 

立体的に公園区域を定める制度の創設 

都市近郊の里山の緑を保全する制度の充実 

大規模建築物における緑化率規制の導入等 

関連予算・税制 

の充実 

税制 予算 

一体的な効果 
の実現 

美しい景観と豊かな緑を総合的に実現するための『景観緑三法』の整備 

「丸の内・仲通り」の
整備された歩道の芝生

「日本橋・中央通り」の整備された歩道のお花畑
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